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特定技能・介護

在留期間 技能水準 日本語水準 家族の帯同 支援

通算で上限
５年まで

相当程度の知識
又は経験が必要

試験等で確認

生活や業務に必要
な日本語能力を
試験等で確認

基本的には
認めない

（特定技能2号は要
件を満たせば可

能）

受入れ機関
又は登録支援機関
による支援の対象

• 近年、国内の人材不足が深刻化しています。

• 少子高齢化に伴って高齢者の数は増加するものの、若い働き手となる人材が少ないのが

現状です。厚生労働局の試算によれば、2040年に介護の分野での人材不足は70万人に達

するとされています。

• 介護労働安定センターが2019年に行った調査では、介護職の離職率は15.3%という結果

となっています。

• 介護の仕事は力を要する身体介護や夜勤業務などもあり、肉体的負担やストレスが少な

いとはいえません。若くて優秀な外国人材が活気にあふれる姿勢でサポートできます。



外国人材採用について

メリット1 退職率が低いため、施設のシフトも安定します

メリット2 一定の専門性、技能があります

メリット3 職員や利用者さんへのプラス効果

若くて優秀な人材が多くおり、明るい性格で思いやりの強い方が多く、コミュニ
ケーションも弾むので、職員や利用者からの評判が非常にいい。

入職までに試験を突破する必要もあるため、比較的定着率が高いことも特徴です。
特定技能は職場を決めたら、そこでのみ就労可ですので、退職率の低下やシフト
の安定に直結します。

知識と技術の習得カリキュラムを実施します。
即戦力になる労働力の確保が可能です。



東海が選ばれる理由

① 海外の送出し機関との提携により日本語試験・介護技術や知識の徹底
的な習得が可能

② 入職後の定着サポート実施(登録支援機関による生活支援必須)

③ 本社に外国人スタッフが多くおり多言語でのサポートは万全

④ 特定技能ビザ取得における書類作成や手続きなど、お客様へのトータル
でサポート

⑤ 若くて優秀人材のご紹介

⑥ アフターフォローで抜群の定着率



東海の目指すキャリアサポートプラン

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

日本語N3合格
介護職員初任者研終了

日本語N2合格
実務者研修修了

日本語N1合格
国家試験対策

介護福祉士/看護師
国家試験受験
（１回目）※1

介護福祉士/看護師
国家試験受験
（２回目）

特定技能１号ビザ

合格

在留資格介護、
医療介護へ
変更可能！

※1  看護師国家試験の受験には母国の看護師学校養成所卒業及びN1取得が要件です

当社では日本語のサポートや資格の取得、試験合格のための
学習支援を５年間を通して実施して参ります。



東海の支援内容



特定技能・各種在留手続きの代行サービス

・現地大使館許可の取り付け

・出入国在留管理庁より在留資格の取得

・現地の日本大使館よりビザの取得

・出入国在留管理庁より在留資格更新許可の取得

・海外雇用庁許可の取り付け書類の作成、必要書類の収集、関係各所への申請



受入れ先の

ニーズ把握

求人票の提出

募集人数の確定

弊社リストより

採用候補者の選定

求職者より

履歴書の提出 

適正調査

受入れ先と面談
雇用契約締結

入管手続きの開始
（入管審査は約2～4か月

掛かります）

ビザ申請

人材来日・入社 
就労開始

人材受入れの流れ



料金設定

ビザ発給

ビザ更新

管理費

７万円/人

3～5万円/人     （受入人数による）

5万円/人

相談対応や生活支援、４半期に１回定期面談実施等
が含まれております。

入管局に在留資格申請等入国までの手続き

入管局に在留期間申更新許可申請の手続き

※あくまでも基本料金になります



特定技能人材を御社へご案内させて頂きます

お問合せお待ちしております

E-mail: info@toukai-jpn.com

TEL：03-5981-8716

FAX：03-5981-8717

〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-8
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